
様式第６号（第２条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

浜名湖ガーデンパーク内行為許可申請書 

 

年  月  日  

静岡県指定管理者 

浜名湖ガーデンパーク管理センター 

所 長 様 

 

                    住 所 

                    ＴＥＬ    -    -     

                申請者 職 業 

 

                    氏 名              印 

 

                                     氏名（法人にあっては、その代表者の氏名） 

                                     を自署する場合は、押印は不要です。 

 

  浜名湖ガーデンパークの設置、管理及び使用料に関する条例第15条第１項の規定によ

り、浜名湖ガーデンパーク内における行為の許可を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

  (1) 行 為 の 目 的 

    商用利用を伴わない、個人的なコスプレ撮影および更衣のため 

 

  (2) 行 為 の 期 間  

    平成  年   月   日 

 

  (3) 行為を行う場所又は公園施設等 

     撮影場所：園内全域  更衣場所：体験学習館・研修室 

 

(4) 行 為 の 内 容 

  コスプレをしての撮影および研修室を利用しての更衣・休憩など 

 

  添 付 書 類 

   (1) 計 画 書  

   (2) チ ェ ッ ク 表  

 

 

 

 



 

事業計画書（イベント概要） 

 

１ 実施日： 平成   年    月    日（  ） 

２ 会 場：（撮影）：園内全域 （更衣）：体験学習館研修室 

３ 目 的： 商用利用を伴わない、個人的なコスプレ撮影および更衣のため 

４ 内 容： コスプレをしての撮影および研修室を利用しての更衣・休憩など 

５ 責任者：  

６ 責任者緊急時連絡先（携帯）：    

７タイムスケジュール： 

 

【  月  日（ ）】 

時間 場所 スケジュール 

09:00 
  

 

10:00 
 

 

11:00 
 

 

12:00 
 

 

13:00 
 

 

14:00 
 

 

15:00 
 

 

16:00 
 

 

17:00 
 

 

 

○申請者の責任事項等 

・使用後は、速やかに撤去するとともに、きれいに清掃し原状回復する。 

・会場内等で発生したゴミは責任を持って持ち帰るものとする。 

・園内で起きたトラブルは責任を持って対処し解決する。 

・園内で起きた事故等については責任を持って対処する。 

・園内では、一般の利用者に支障とならないよう十分な注意を払う。 

・一般の利用者に不快をあたえないよう留意し、公園のルールを遵守する。 



チェック表     

行為許可は、浜名湖ガーデンパークの設置、管理及び使用料に関する条例第１５条第４項に規定する範

囲内で許可するものです。許可を受けた行為により、一般の公衆の利用に支障を及ぼすことや、公共の

福祉の増進に反することがないかを確認するため、次の各項目について該当するものに○をつけてくだ

さい。 

１ 
一般の公園利用者の安全を守るよう必要な措置を行いますか 行う   ・   行わない 

（安全を守る）（安全を守れない） 

２ 
公園を滅失し、損傷するなど公園の利用に支障を及ぼす恐れ

がある行為をしますか 
しない  ・   する 

３ 
公の秩序を乱し、または善良な風俗を害する恐れがあると認

められる行為をしますか 
しない  ・   する 

４ 
暴力団や集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れの

ある組織の利益になると認められる行為を行いますか 
しない  ・   する 

５ 
公園の風致及び美観、その他公園としての機能を害しますか 

しない  ・   する 

 

誓  約  書 

 私（個人又は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓

約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっ

ても、異議は一切申し立てません。     記 

１ 契約等の相手方として不適当なものとして次に掲げるもの 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「法」と

いう｡）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ｡） 

(2) 暴力団員等（暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ｡）又は暴力団員で

なくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ｡） 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているもの 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等

直接的かつ積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有しているもの 

(6) 役員等が、その相手方が(1)から(5)のいずれかに該当するものであることを知りながら、下請契約、

資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結しているもの 

２ 契約の相手方として不適当な行為をするものとして次に掲げるもの 

(1) 暴力的な要求行為を行うもの 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行うもの 

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うもの 

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行うもの 

(5) その他前各号に準ずる行為を行うもの 

平成   年  月  日          

氏名（代表者）             ○印 

なお、申請内容に偽りがあった場合には、許可の取消しをすることがあります。 


